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富山県屋外広告物条例施行規則 
 

(昭和 49 年 6 月 1 日富山県規則第 36 号)(昭和 49 年の条例大幅改正に伴う全面改正) 

         改正 昭和 51 年 5 月 4 日  規則第 26 号(高層建築物増加による､屋上広告の地上からの高さ規制削除) 

            昭和 55 年 3 月 21 日 規則第 5 号(事務委任に町村長を追加(市長へは昭和 24 年から委任)) 

            昭和 56 年 8 月 18 日 規則第 37 号(許可基準の字句表現の整理(基準の変更はない)) 

            昭和 60 年 12 月 21 日規則第 56 号(職業訓練法の題名改正に伴う関係規則の整理に関する規則) 

            昭和 62 年 3 月 31 日 規則第 20 号(日本国有鉄道の株式会社移行に伴う関係文言の整理) 

            平成 7 年 3 月 31 日  規則第 19 号(事務委任の一部改正) 

            平成 8 年 6 月 28 日  規則第 33 号(平成 8 年の条例改正に伴う関係規定の改正) 

            平成 9 年 3 月 31 日  規則第 17 号(公共広告物の届出基準､事務委任の追加) 

                        平成 12 年 3 月 31 日 規則第 36 号(事務処理特例条例の施行による市町村長事務委任の廃止) 

平成 13 年 6 月 27 日 規則第 39 号(屋外広告士の資格の変更による改正) 

平成 14 年 4 月 1 日  規則第 32 号(万葉線株式会社の設立による改正) 

平成 15 年 3 月 31 日 規則第 20 号(富山県景観条例の成立に伴う改正及び字句の整理) 

平成 16 年 12 月 17 日規則第 77 号(屋外広告物法の改正に伴う改正) 

平成 18 年 2 月 14 日 規則第 2 号(屋外広告業登録導入に伴う改正) 

平成 22 年 3 月 31 日 規則第 29 号(地域区分、許可基準等の改正) 

平成 24 年 3 月 30 日 規則第 21 号(屋外広告物法及び富山県住民基本台帳法施行条例の改正に伴う改正) 

平成 26 年４月 30 日 規則第 43 号(地域区分、許可基準等の改正) 

平成 27 年３月 13 日 規則第 4 号(あいの風鉄道株式会社の設立による改正) 

平成 27 年９月 30 日 規則第 54 号(住民基本台帳法の改正に伴う改正) 

 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、富山県屋外広告物条例(昭和39年富山県条例第66号。以下「条例」という。)の施行について

必要な事項を定めるものとする。 

 

（禁止地域等及び許可地域の区分） 

第１条の２ 条例第４条第１項に規定する禁止地域等（以下「禁止地域等」という。）は、地域又は場所の特性に

応じて別表第１の１の表の左欄に掲げる種別によつて区分し、当該区分に属する地域又は場所は、同表の右欄に

掲げるとおりとする。 

２ 条例第６条に規定する許可地域（以下「許可地域」という。）は、別表第１の２の表の左欄に掲げる種別によ

つて区分し、当該区分に属する地域又は場所は、同表の右欄に掲げるとおりとする。 

 

（許可の申請） 

第２条 条例第６条又は第７条第４項の規定による許可を受けようとする者は、屋外広告物許可申請書(様式第１

号)に次に掲げる書類及び図面を添えて提出するものとする。ただし、許可を受けようとする屋外広告物（以下

「広告物」という。）に係る許可の期間が１年以内であるときは、第６号に掲げる書類及び図面の添付を要しな

い。 

(1) 広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件（以下「掲出物件」という。）を設置する場所及びその付近

の状況を示す見取図 

(2) 形状、寸法、材料及び構造を示す仕様書及び図面 

(3) 色彩、意匠及び表示又は設置の方法を示す図面 

(4) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所の所有者又は管理者の同意書 

(5) 他の法令の規定により許可、認可等を必要とするときは、これらがあつたことを証する書類 

(6) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする敷地内に、現に表示されている広告物又は設置されてい

る掲出物件があるときは、当該現に表示されている広告物又は設置されている掲出物件の当該敷地における

位置関係を明らかにした図面、当該現に表示されている広告物の表示面積を明らかにした模写図及び当該現

に表示されている広告物又は設置されている掲出物件の天然色写真 

(7) その他知事が必要と認める書類 

 

（適用除外の基準等） 

第３条 条例第７条第１項第２号ただし書に規定する規則で定める広告物又はその掲出物件は、表示面積(広告物

の種類及び表示内容が同一のものを複数設置する場合は、その表示面積を合計した面積とする。)が５平方メー

トルを超えるものとする。 

２ 条例第７条第１項第４号に規定する広告物は、次に掲げる基準に適合するものとする。 

(1) 表示面積は、表示の方向から見た場合における公益上必要な施設又は物件の外郭
かく

線内を１平面とみなした

場合のその面積の20分の１以下であり、かつ、0.5平方メートル以下とすること。 

(2) 表示は、原則として１面限りとすること。 

(3) 蛍光塗料（蛍光フィルムを含む。以下同じ。）は、使用しないこと。 
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３ 条例第７条第２項第１号から第３号までに規定する規則で定める基準は、別表第２に掲げるとおりとする。 

 

 

（広告物の届出） 

第４条 条例第７条第１項第２号ただし書の規定による届出は、公共屋外広告物届出書(様式第２号)に第２条各号

（第６号を除く。）に掲げる書類及び図面を添付してするものとする。 

２ 条例第７条第６項の規定による届出は、屋外広告物届出書(様式第２号の２)に、第２条各号（第６号を除く。）

に掲げる書類及び図面を添付してするものとする。 

 

（許可の期間） 

第５条 条例第10条第１項の規定による許可の期間は、別表第３に掲げるとおりとする。 

 

（許可の更新申請） 

第６条 条例第10条第３項の規定により許可の更新を受けようとする者は、屋外広告物許可更新申請書(様式第３

号)に次に掲げる書類及び図面を添えて提出するものとする。 

(1) 第２条第４号に掲げる書類 

(2) 屋外広告物安全点検報告書（様式第３号の２）（許可を受けようとする広告物に係る許可の期間が１年を超

えるものにあつては、屋外広告業者、第28条第１項各号に掲げる者又は条例第27条第１項各号に掲げる者によ

る点検結果を記載したものに限る。） 

(3) 申請前３月以内に撮影した広告物又は掲出物件の現況がわかる天然色写真 

(4) その他知事が必要と認める書類 

 

（変更等の許可の申請） 

第７条 条例第11条第１項の規定による変更又は改造の許可を受けようとする者は、屋外広告物変更等許可申請書

(様式第４号)に第２条各号に規定する書類又は図面のうち当該変更又は改造に関する事項を明らかにしたものを

添えて提出するものとする。 

 

（軽微な変更等） 

第８条 条例第11条第１項に規定する規則で定める軽微な変更又は改造は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 補修その他必要な管理行為 

(2) 色彩、意匠等の表示の内容又は形状、材料及び構造等の表示の方法を変更することなく、表示面積を縮小

すること。 

 

（許可の基準） 

第９条 条例第12条第１項に規定する規則で定める許可の基準は、別表第４に掲げるとおりとする。ただし、住所

又は事業所、営業所若しくは作業場(以下「住所等」という。)１箇所につき、表示面積（許可期間が１年以下の

広告物に係るものを除く。）の合計が別表第５に掲げる表示面積の合計を超えないものであることとする。 

 

（禁止地域等及び許可地域の区分に変更があつた場合の特例） 

第９条の２ 禁止地域等内において、第１条の２第１項の規定による地域又は場所の区分（以下「禁止地域等の区

分」という。）に変更があつた際、当該地域又は場所に現に適法に表示されていた広告物又は設置されていた掲

出物件で、第３条の基準又は前条の許可の基準に適合しなくなつたものについては、当該禁止地域の区分に変更

があつた日から３年間(条例の規定による許可を受けていたものにあつては、当該許可の期間)は、なお従前の例

による。 

２ 許可地域内において、第１条の２第２項の規定による地域又は場所の区分（以下「許可地域の区分」という。）

に変更があつた際、当該地域又は場所に現に適法に表示されていた広告物又は設置されていた掲出物件で、第３

条の基準又は前条の許可の基準に適合しなくなつたものについては、当該許可地域の区分に変更があつた日から

10年間は、なお従前の例による。 

 

（許可又は届出の表示） 

第10条 条例第13条に規定する許可又は届出の証票は、様式第５号によるものとする。 

２ 前項の許可又は届出の証票は、許可書の交付又は届出書の受理の際に交付するものとする。 

３ 許可又は届出の証票の交付を受けた者は、これを広告物又は掲出物件の表面に明視できるようにはるものとす

る。 

４ 条例第13条ただし書に規定する許可又は届出の押印は、様式第６号によるものとする。 

 

（除却の届出） 

第11条 条例第15条第２項に規定する除却の届出は、屋外広告物除却届出書(様式第７号)によるものとする。 

 

（広告物又は掲出物件を保管した場合の掲示の場所） 

第12条 条例第18条の２第１項第１号に規定する規則で定める場所は、広告物又は掲出物件を保管する者の掲示場
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その他公衆の見やすい場所とする。 

 

 

（保管物件一覧簿の様式等） 

第13条 条例第18条の２第２項に規定する保管物件一覧簿は、保管物件一覧簿（様式第８号）によるものとする。 

２ 条例第18条の２第２項に規定する規則で定める場所は、広告物又は掲出物件を保管する者の事務所とする。 

 

（保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続） 

第14条 知事は、条例第18条の４第１項本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、そ

の入札期日の前日から起算して少なくとも10日前（急を要する場合にあつては、５日前）までに、次に掲げる事

項を公報又は新聞紙への掲載、第12条に規定する場所への掲示その他の方法により公示しなければならない。 

(1) 入札に付する広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量 

(2) 入札に参加する者に必要な資格 

(3) 契約条項を示す場所 

(4) 入札執行の場所及び日時 

(5) 入札保証金に関する事項 

(6) 入札の無効に関する事項 

(7) 入札の方法 

(8) その他必要な事項 

２ 知事は、条例第18条の４第１項本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべ

く５人以上の入札者を指名し、かつ、それらの者に前項第１号及び第３号から第８号までに掲げる事項をあらか

じめ通知しなければならない。 

３ 知事は、条例第18条の４第１項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく２人以上の者

から見積書を徴さなければならない。 

 

（受領書） 

第15条 条例第18条の６に規定する受領書は、受領書（様式第９号）によるものとする。 

 

（管理者の設置） 

第16条 条例第21条第１項ただし書に規定する規則で定める広告物又は掲出物件は、はり紙、はり札、立看板及び

広告旗並びに条例第７条第１項第２号ただし書又は第６項の規定による届出に係るものとする。 

２ 条例第21条第２項に規定する規則で定める資格を有する者は、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する 

法律（平成16年法律第 111号）附則第３条第５項の規定により、屋外広告物法（昭和24年法律第 189号。別表第

２において「法」という。）第10条第２項第３号イに規定する登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置

に関し必要な知識について行う試験に合格した者とみなされる者（第30条において「登録試験機関の試験に合格

した者とみなされる者」という。）とする。 

 

（設置者等の変更等の届出） 

第17条 条例第22条第１項に規定する設置者又は管理者の変更の届出は、屋外広告物設置者（管理者）変更届出書

（様式第10号）によるものとする。 

２ 条例第22条第２項に規定する滅失の届出は、屋外広告物滅失届出書（様式第11号）によるものとする。 

３ 条例第22条第３項に規定する設置者又は管理者の氏名若しくは名称及び住所の変更の届出は、設置者（管理者）

住所氏名変更届出書（様式第12号）によるものとする。 

 

（景観保全型広告整備地区屋外広告物の届出） 

第18条 条例第23条第７項の規定による届出は、景観保全型広告整備地区屋外広告物届出書（様式第13号）に、第

２条各号（第４号及び第６号を除く。）に掲げる書類及び図面を添付してするものとする。 

 

 （登録の申請） 

第19条 条例第25条の２第１項に規定する申請書は、屋外広告業登録申請書（様式第14号）によるものとする。 

２ 条例第25条の２第２項（条例第25条の５第３項において準用する場合を含む。）に規定する書面は、誓約書（様

式第15号）によるものとする。 

３ 条例第25条の２第２項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 

⑴ 登録申請者（条例第25条の２第１項に規定する登録申請者をいい、当該登録申請者が屋外広告業に関し成年

者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあつては、その法定代理人を含む。以下同じ。）が個人

である場合にあつては、当該登録申請者の住民票の写し又はこれに代わる書面及び略歴を記載した書面 

⑵ 登録申請者が法人である場合にあつては、法人の登記事項証明書並びにその役員（業務を執行する社員、取

締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。）の住民票の写し又はこれに代わる書面及び略歴を記

載した書面 

⑶ 業務主任者（条例第27条第１項に規定する業務主任者をいう。以下同じ。）の住民票の写し又はこれに代わ

る書面 
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⑷ 業務主任者が条例第27条第１項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面 

４ 前項第１号及び第２号に規定する略歴を記載した書面は、略歴書（様式第16号）によるものとする。 

５ 第３項の規定にかかわらず、知事が住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第30条の15第１項の規定により登

録申請者若しくはその役員又は業務主任者に係る本人確認情報（同法第30条の６第１項に規定する本人確認情報を

いう。以下同じ。）を利用することができる場合は、住民票の写し又はこれに代わる書面の添付を要しない。 

 

（屋外広告業者登録簿） 

第20条 条例第25条の３第１項に規定する屋外広告業者登録簿は、屋外広告業者登録簿（様式第17号）によるもの

とする。 

 

（屋外広告業登録証の交付） 

第21条 条例第25条の３第２項の規定による通知は、屋外広告業登録証（様式第18号）を交付することにより行う

ものとする。 

 

（登録事項の変更の届出） 

第22条 条例第25条の５第１項の規定による届出は、屋外広告業登録事項変更届出書（様式第19号）によるものと

する。 

２ 前項の屋外広告業登録事項変更届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる

書類を添付するものとする。 

(1) 条例第25条の２第１項第１号に掲げる事項の変更 変更の届出をしようとする者が、個人である場合にあつ

てはその者の住民票の写し又はこれに代わる書面、法人である場合にあつては法人の登記事項証明書 

(2) 条例第25条の２第１項第２号に掲げる事項の変更（商業登記の変更を必要とする場合に限る。） 法人の登

記事項証明書 

(3) 条例第25条の２第１項第３号に掲げる事項の変更 第19条第３項第２号に掲げる書類及び誓約書（様式第15

号） 

(4) 条例第25条の２第１項第４号に掲げる事項の変更 第19条第３項第１号及び第２号に掲げる書類（法定代理

人に係るものに限る。）及び誓約書（様式第15号） 

(5) 条例第25条の２第１項第５号に掲げる事項の変更 第19条第３項第３号及び第４号に掲げる書類 

３ 前項の規定にかかわらず、知事が住民基本台帳法第30条の15第１項の規定により変更の届出をしようとする者

（当該者が屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあつては、その法定代理

人を含む。）若しくはその役員又は業務主任者に係る本人確認情報を利用することができる場合は、住民票の写

し又はこれに代わる書面の添付を要しない。 

 

（屋外広告業者登録簿の閲覧） 

第23条 条例第25条の６の規定による屋外広告業者登録簿の閲覧は、土木部建築住宅課内の閲覧所（以下「閲覧所」

という。）において行う。 

２ 閲覧所の定期休日は、富山県の休日を定める条例（平成元年富山県条例第１号）第１条第１項各号に掲げる日

とする。 

３ 屋外広告業者登録簿の閲覧時間は、午前８時30分から午後５時15分までとする。 

４ 前２項の規定にかかわらず、知事は、屋外広告業者登録簿の整理その他必要があると認めるときは、臨時に休

日を設け、又は閲覧時間を短縮することができる。この場合においては、あらかじめ、その旨を閲覧所に掲示す

るものとする。 

 

（閲覧者の遵守事項等) 

第24条 閲覧者は、係員が指定する場所で閲覧し、屋外広告業者登録簿を閲覧所の外に持ち出してはならない。 

２ 閲覧者は、係員の指示に従い閲覧し、屋外広告業者登録簿の損傷、汚損、加筆等の行為をしてはならない。 

３ 閲覧者は、屋外広告業者登録簿の閲覧を終えたときは、係員にこれを返還し、その検査を受けなければならな

い。 

４ 閲覧者は、閲覧所において他人に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。 

５ 知事は、閲覧者が前各項の規定のいずれかに違反したときは、その閲覧を停止し、又は禁止することができる。 

 

 （廃業等の届出） 

第25条 条例第25条の７第１項の規定による届出は、屋外広告業廃業等届出書（様式第20号）によるものとする。 

 

 （講習会） 

第26条 条例第26条第１項に規定する講習会（以下「講習会」という。）は、次に掲げる課程について原則として

毎年１回開催するものとする。 

(1) 広告物に関する法令 

(2) 広告物の表示の方法に関する事項 

(3) 広告物の施工に関する事項 

２ 講習会を受けようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書（様式第21号）を知事に提出するものとする。 
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 （講習会の委託） 

第27条 条例第26条第２項の規定により委託する講習会の運営に関する事務は、講習会の開催の公示、講習内容の

決定及び講習会修了の判定を除く全部又は一部とする。 

 

 （講習会の一部免除） 

第28条 知事は、次に掲げる者が講習会を受けようとするときは、第26条第１項第３号に規定する講習会の課程を

免除することができる。 

(1) 建築士法（昭和25年法律第 202号）第２条第１項に規定する建築士の資格を有する者 

(2) 電気工事士法（昭和35年法律第 139号）第２条第４項に規定する電気工事士の資格を有する者 

(3) 電気事業法（昭和39年法律第 170号）第44条第１項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任

技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者 

(4) 職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業

訓練修了者であつて、帆布製品製造取付けに係るもの 

２ 前項の規定により講習会の課程の一部免除を受けようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書に前項各号に

該当する者であることを証する書類を添付するものとする。 

 

 （講習会修了証書） 

第29条 知事は、講習会の課程を修了した者に対し、屋外広告物講習会修了証書（様式第22号）を交付するものと

する。 

 

 （広告物に係る専門的な知識及び技術を有する者） 

第30条 条例第27条第１項第３号に規定する広告物に係る専門的な知識及び技術を有する者として規則で定める

者は、登録試験機関の試験に合格した者とみなされる者とする。 

 

（業務主任者の資格の認定） 

第31条 条例第27条第１項第５号の規定による認定（以下「認定」という。）を受けようとする者は、業務主任者

資格認定申請書（様式第23号）に次項に規定する認定の基準に適合する者であることを証する書類を添えて提出

するものとする。 

２ 認定の基準は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 条例第25条の２第１項第２号の営業所（以下「営業所」という。）において、広告物の表示又は掲出物件の

設置の責任者として、５年以上の経験を有すること。 

(2) 過去５年間にわたり広告物に関する法令に違反していないこと。 

３ 知事は、認定をしたときは、認定書（様式第24号）を交付するものとする。 

 

 （標識の掲示） 

第32条 条例第27条の２に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 法人である場合にあつては、その代表者の氏名  

(2) 登録年月日 

(3) 営業所の名称 

(4) 業務主任者の氏名  

２ 条例第27条の２に規定する標識は、屋外広告業者登録票（様式第25号）によるものとする。 

 

（帳簿の記載事項等） 

第33条 条例第27条の３に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。  

(1) 注文者（屋外広告業者に広告物の表示又は掲出物件の設置を委託する者をいう。以下この号において同じ。）

の氏名及び住所（注文者が法人である場合にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地） 

(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所及び年月日 

(3) 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量 

(4) 請負金額  

２ 条例第27条の３に規定する帳簿は、様式第26号によるものとする。  

３ 前項の帳簿は、広告物の表示又は掲出物件の設置の契約ごとに作成するものとする。 

４ 屋外広告業者は、第２項の帳簿を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後５年間営業所ごとに当

該帳簿を保存するものとする。 

 

 （屋外広告業者監督処分簿） 

第34条 条例第28条の３第１項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

⑴ 条例第28条の２第１項の規定による処分（以下この項及び第３項において「処分」という。）を受けた屋外

広告業者の商号、氏名及び住所（法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）並びに当

該屋外広告業者の登録番号 

⑵ 処分を受けた屋外広告業者の営業所の名称及び所在地 

⑶ 処分の根拠となつた条例の条項 
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⑷ 処分の原因となつた事実 

⑸ その他参考となる事項 

２ 条例第28条の３第１項に規定する屋外広告業者監督処分簿は、屋外広告業者監督処分簿（様式第27号）による

ものとする。 

３ 前項の屋外広告業者監督処分簿は、処分ごとに作成するものとし、当該処分の日後５年間保存するものとする。 

４ 条例第28条の３第２項に規定する規則で定める場所は、閲覧所とする。 

５ 第23条第２項から第４項まで及び第24条の規定は、条例第28条の３第２項の規定による屋外広告業者監督処分

簿の閲覧について準用する。 

 

（身分を示す証明書） 

第35条 条例第33条第３項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書（様式第28号）によるものとする。 

 

（公表の方法） 

第36条 条例第16条の２第２項及び第33条の２第４項の規定による公表は、公報への登載、インターネットの利用

その他の適切な方法により行うものとする。 

 

 （公示） 

第37条 条例第33条の３の規定による公示は、富山県報によるものとする。 

 

    附 則 

 (施行期日) 

1 この規則は、公布の日から施行する。 

 (経過措置) 

2 この規則の施行の際現に改正前の富山県屋外広告物条例施行規則の規定により提出されている申請書及び届書

は、この規則の相当規定により提出されたものとみなす。  

    附 則(昭和51年規則第26号) 

  この規則は、公布の日から施行する。 

    附 則(昭和55年規則第5号) 

 (施行期日) 

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。 

 (経過措置) 

2 この規則の施行前に富山県屋外広告物条例(昭和39年富山県条例第66号)第5条、第6条第4項若しくは第5項、第9

条、第9条の2又は第9条の3第2項の規定に基づき、知事に対してされた申請に係る許可については、この規則に

よる改正後の富山県屋外広告物条例施行規則第21条の規定にかかわらず、なお知事が行う。 

    附 則(昭和56年規則第37号) 

  この規則は、公布の日から施行する。 

    附 則(昭和60年規則第56号) 

  この規則は、公布の日から施行する。 

    附 則(昭和62年規則第20号) 

  この規則は、昭和62年4月1日から施行する。 

    附 則(平成7年規則第19号) 

  この規則は、平成7年4月1日から施行する。 

    附 則(平成8年規則第33号) 

 (施行期日) 

1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。 

 (経過措置) 

2 この規則の施行の際現に改正前の富山県屋外広告物条例施行規則の規定により提出されている申請書及び届出

書等は、この規則の相当規定により提出されたものとみなす。  

     附 則(平成9年規則第17号) 

 この規則は、平成9年7月1日から施行する。ただし、第23条の改正規定(同条第1項第3号「第7条第5項」を「第7

条第1項第2号及び第5項」に改める部分を除く。)は、同年4月1日から施行する。 

    附 則(平成11年規則第4号) 

 (施行期日) 

1 この規則は、公布の日から施行する。 

 (経過措置) 

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用するこ

とができる。 

    附 則(平成12年規則第37号)抄 

 (施行期日) 

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。 

 (経過措置) 
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5 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用するこ

とができる。 

    附 則(平成13年規則第39号) 

   この規則は、公布の日から施行する。 

    附 則(平成14年規則第32号) 

   この規則は、公布の日から施行する。 

    附 則(平成15年規則第20号) 

   この規則は、平成15年4月1日から施行する。 

    附 則(平成15年規則第20号) 

   この規則は、平成15年4月1日から施行する。 

    附 則(平成16年規則第77号) 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行す第２

条中第２条各号列記以外の部分、第 12 条から第 15 条まで、別表第１の３の項及び別表第３の１の項の改正規定、

同表の２の項の改正規定（「第６条第１項第１号」を「第６条」に、「許可地域等」を「許可地域」に改める部分

に限る。）、同表の３の項及び４の項を削る改正規定、別表第４の３の項の改正規定、同表の４の項の改正規定（「第

６条第１項」を「第６条」に、「許可地域等」を「許可地域」に改める部分に限る。）、別表第５の３の項の改正

規定、同表の４の項を削る改正規定並びに様式第１号の改正規定 平成 17 年４月１日 

 (2) 第２条中別表第１の２の項の改正規定、別表第３の２の項の改正規定（「第４条第１項第８号」を「第４条第

１項第 10 号」に改める部分に限る。）、別表第４の２の項の改正規定、同表の４の項の改正規定（「第４条第１

項第８号」を「第４条第１項第 10 号」に改める部分に限る。）及び別表第５の２の項の改正規定 景観法（平

成 16 年法律第 110 号）附則ただし書に規定する日 

（経過措置） 

２ この規則による改正前の富山県屋外広告物条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を

して使用することができる。 

   附 則(平成18年規則第2号) 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成18年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正前の富山県屋外広告物条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を

して使用することができる。 

   附 則(平成22年規則第29号) 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成22年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行前に富山県屋外広告物条例（昭和39年富山県条例第66号）第６条、第７条第４項又は第10条第

３項の規定によりされた許可の申請に係る広告物の表示又は掲出物件の設置の許可の基準については、この規則

による改正後の第３条又は第９条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際現に適法に表示され、又は設置されていた広告物又は掲出物件（前項の規定によりなお従

前の例によることとされた許可に係る広告物又は掲出物件を含む。）で、改正後の第３条の基準又は改正後の第

９条の許可の基準に適合しないもの（以下「既存不適合広告物等」という。）に係る広告物の表示若しくは掲出

物件の設置の基準又は許可の基準については、この規則の施行の日から10年間は、改正後の第３条又は第９条の

規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該既存不適合広告物等の変更又は改造（第８条に規定する

軽微な変更又は改造を除く。）をしようとする場合は、この限りでない。 

４ この規則による改正前の富山県屋外広告物条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を

して使用することができる。 

附 則(平成24年規則第21号) 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成24年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前の富山県屋外広告物条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を

して使用することができる。 

附 則(平成26年規則第43号) 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成26年７月１日から施行する。 

（経過措置） 
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２ この規則の施行前に富山県屋外広告物条例（昭和39年富山県条例第66号）第６条又は第10条第３項の規定によ

りされた許可又は許可の更新の申請に係る広告物の表示又は掲出物件の設置の許可の基準については、この規則に

よる改正後の別表第４の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際現に適法に表示され、又は設置されていた広告物又は掲出物件（前項の規定によりなお従前

の例によることとされた許可の基準に係る広告物又は掲出物件を含む。）で、この規則による改正後の別表第４に

掲げる基準に適合しないもの（以下「既存不適合広告物等」という。）に係る広告物の表示又は掲出物件の設置の許

可の基準については、この規則の施行の日から３年間は、この規則による改正後の別表第４の規定にかかわらず、

なお従前の例による。ただし、当該既存不適合広告物等の変更又は改造（第８条に規定する軽微な変更又は改造を

除く。）をしようとする場合は、この限りでない。 

附 則(平成27年規則第４号) 

  （施行期日） 

１ この規則は、この規則は、平成27年3月14日から施行する。 

附 則(平成27年規則第54号) 

  （施行期日） 

１ この規則は、この規則は、平成27年10月５日から施行する。 

 


